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【使用前の準備】

ご利用の手引き

開 館 時 間・・・・・午前9時から午後10時までです。1日を午前・午後・夜間・昼間・昼夜間・全日に分けて

　　　　　　　　　　　         お貸しします。

使用の申込・・・・・使用の申込みは6か月前（ホールは1年前）から受付けます。会館使用許可申請書を

　　　　　　　　　　　         提出してください。ホールの土曜、日曜、祝日のご使用は抽選になります。

使 用 時 間・・・・・会場への入場・準備と後片づけに要する時間は、使用許可時間に含まれています。

　　　　　　　　　             必ず時間内に後片づけまで終わるようにしてください。

　　   　※喫煙は所定の場所でお願いします。

ホールの使用について

ゴミはすべてお持ち帰りください。

舞台等の照明・音響などの技術打ち合わせは、必ず早めに係員と打ち合わせてください。

【駐車場のご利用にあたって】

駐車場に停められる台数には限りがあります。決して速い者勝ちではありません。大ホール及び中ホール

での催しが同時に開催される場合は、駐車場スペース及び駐車場係の配置について、各ホールの使用者と

事業団の三者で事前に相談をしてください。

【会場のご利用にあたって】

備付けの器具使用または舞台等の操作などについては、すべて係員の指示に従ってください。使用中の建物

その他器具等を大切に取扱い、万一亡失または損傷したときは相当額の弁償をしていただかねばなりません。

場内では定められた場所以外の、火気の使用はお断りします。

定員以上の入場はできませんので、必ず守ってください。

客席内・中ホール内のロビーでの飲食はお断りいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《本　　　館》　　　　　　　　　　　　　　　　　《別　　　館》

会議室の使用について

机、椅子など許可した場所以外へ持ち出したり、他の場所から持ち込まないようにしてください。

また使用後はもとの位置に整理しておいてください。

電気（コンセント）・ガス・マイク等を使用する場合はあらかじめお申し込みください。

その他くわしいことは、係員にお尋ねください。

定員以上の入場はできませんので、必ず守ってください。

ゴミはすべてお持ち帰りください。

　　　　　　　　＊名　  　称　　 新居浜市市民文化センター

　　　　　　　　＊竣　  　工　　　昭和37年10月　　　　　　　 　　　　　   　　　   昭和49年6月30日

　　　　　　　　＊総 工 費     ３億５千万円　　　　　　　         　　　　 　       ５億４千４百万円

　　　　　　　　＊構      造     鉄筋コンクリート地下1階、地上3階       鉄筋コンクリート地下1階、地上4階

　　　　　　　　＊敷地面積　　 １８,５８２㎡

　　　　　　　　＊建築面積　　 ３,７１３㎡                                      ２,１６６㎡

　　　　　　　　＊延床面積　　 ５,３４１㎡                                      ４,８４５㎡

（公財）新居浜市文化体育振興事業団
〒７９２－００２３ 愛媛県新居浜市繫本町8番65号

ＴＥＬ（０８９７）３３－２１８０ ＦＡＸ（０８９７）３３－２１１８

ホームページ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｎｉｉｈａｍａ．ｏｒ．ｊｐ/



新居浜市市民文化センター案内図
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階 施設名称(室）
施設面積

（㎡）
定員

楽　屋 ③ 17 －

楽　屋 ④ 50 －

楽　屋 ⑤ 19 －

楽　屋 ⑥ 21 －

楽　屋 ⑦
（シャワー・トイレ有）

21 －

２
Ｆ

高齢者社交室 42 －

１
　
Ｆ

大ホール 1725 1163

楽　屋 ①
（シャワー・トイレ有）

17 －

楽　屋 ② 20

至高松

新居浜ＩＣ

　　　文化振興会館

東城交差点至松山 国道11号線

総合福祉センター
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１
　
F

２
　
F 30

  保    育    室 50 －

施設名称(室）
施設面積

（㎡）
定員 階 施設名称(室）

施設面積
（㎡）

定員階

50 30

    楽　屋 ① 19 － 小会議室 (2) 25 15

　中 ホ ー ル 780 中会議室 (3)

和      室 (2) 16 10

    楽　屋 ③ 15 － 視 聴 覚 教 室 294 100

    楽　屋 ② 20 －

72  中会議室 (2) プラネタリウム室 153

３
　
F

108

60

60

42

486
車いす ３

  料  理  教  室 100 25

135

  展    示    室 50 －    中会議室 (2) 68

４
　
F

  茶 華 道 教 室 100 40    大 会 議 室 202

       　　使用時間 午   前 午   後 夜   間 昼   間 昼夜間 全   日

室  名 ９～１２ １２～１７ １７～２２ ９～１７ １２～２２ ９～２２

大ホール 平  日 9,900 16,500 23,100 26,400 39,600 49,500

（1,163人） 土･日･休 11,000 19,800 26,400 30,800 46,200 57,200

平  日 4,400 7,700 11,000 12,100 18,700 23,100

土･日･休 5,500 9,900 13,200 15,400 23,100 28,600

使用時間

種別 大ﾎｰﾙ ﾛﾋﾞｰ 楽　屋

 冷   房 １時間当り 2,750 1,100 1,650 110

 暖   房 １時間当り 1,100 550 770 50

９～１２ １２～１７ １７～２２ ９～１７ １２～２２ ９～２２

1,100 1,540 2,310 2,530 3,300 3,850

880 1,320 1,980 2,200 2,860 3,300

1,100 1,540 2,310 2,530 3,300 3,850

550 880 1,320 1,430 1,870 2,200

1,650 2,420 3,630 4,070 5,280 6,050

770 1,100 1,650 1,870 2,420 2,750

440 660 990 1,100 1,430 1,650

880 1,320 1,980 2,200 2,860 3,300

市外居住者１０割増

会議室の冷房料は施設使用料金の５割加算 ･ 暖房料は施設使用料金の３割加算とする。

＊ 料金表の金額は消費税込み。
＊ 使用日の7日前までにキャンセルした時は、使用料金の６割を還付する。

 小会議室　 (15人)

 第１･２和室(20人)

入場料を徴収する場合または、営利を目的とする場合
当市居住者５割増

 展 示 室

 大会議室　(135人)

 中会議室(30人～60人)

文
セ
ン
会
議
室
（

別
館
）

 視聴覚教室(100人)

 茶華道教室 (40人)

 料理教室　 (25人)

大ホール 中ホール

ホール楽屋については、楽屋のみ使用の場合徴収する。

                        市外居住者 １０割増

                               

ホ
ー

ル
冷
暖
房
料
金

単  位
使    用    料    金

入場料徴収の場合    500円未満は４割加算          舞台、ロビー(大ホール)の使用料は

                    500円以上は５割加算                  料金表に定める額の３割

営利を目的とする場合    当市居住者   ５割増

大
･
中
ホ
ー

ル 中ホール
(486人)

車椅子(3)


